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◆ガイドブックによる支給申請

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在

「事業活動の縮小」とは、売上高または生産量などの事業活動を示
す指標の最近１か月間（休業した月（その前月または前々月でも
可））の値が1年前の同じ月に比べ５％以上減少していることです。

（1）雇用調整の実施
本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染
症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なく
された場合に、従業員の雇用維持を図るために、
「労使の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実
施する事業主が支給対象となります。

（2）その他の要件
本助成金を受給する事業
主は、（1）の他にも次の
要件を満たしていることが
必要です。
① 雇用保険適用事業主
② 「受給に必要な書類」
について
ａ整備し、
ｂ受給のための手続き
に当たって労働局等に提
出するとともに、
ｃ保管して労働局等か
ら提出を求められた場合
にそれに応じ速やかに提
出すること
③ 労働局等の実施調査
を受け入れること
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◆計画届の提出は不要になりました

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）5月22日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ5月２９日現在

雇用調整助成金の通常の手続きは、計画届➡支給申請の2段階
で書類を提出する必要がありました。
緊急対応期間（4月1日～6月30日）には、計画届と支給申請書の同
時提出が認められました。
令和２年５月１９日報道発表により、計画届の提出が不要になり、
計画届時に提出する書類は支給申請に添付して提出することにな
りました。計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支
給審査に必要なため、支給申請の際に提出していただきます。



支給申請には下記の9種類の書類が必要です
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β振込間違いを防ぐため、通帳又はキャッシュカードのコピー（口座
番号やフリガナの確認部分）をできるだけ添付してください。

β①~⑤の申請様式は「雇用調整助成金の様式ダウンロード（新型
コロナウィルス感染症対策特例措置用）」をご覧ください。
β⑦~⑨は、確認書類です。普段業務に使用している書類を添付し
てください。

書類名 備考

① 様式特第4号

雇用調整事業所の事業活動の状
況に関する申出書

【添付書類】
月ごとの売上などが
わかる書類
※売上簿や収入簿、
レジの月次集計な
ど（既存書類の写）

② 様式特第6号

支給要件確認申立書・役員等一覧

計画届に役員名簿を添
付した場合、別紙の役員
等一覧は不要

③ 様式特第9号（または12号）

休業・教育訓練実績一覧表
自動計算機能付き

④ 様式特第8号（または11号）

助成金額算定書
自動計算機能付き

⑤ 様式特第7号（または10号）

（休業等）支給申請書
自動計算機能付き

⑥ 休業協定書
労働組合等との確約書でも代替可

添付書類：（労働組合が
ある場合）組合員名簿

（労働組合がない場合）
労働者代表選任届β

⑦ 事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿及び
役員名簿で可

⑧ 労働・休日の実績に関する書類 出勤簿、タイムカード（手
書きのシフト表等でも可）

⑨ 休業手当・賃金の実績に関する書
類

賃金台帳の写しなど（給
与明細の写しなども可）

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html


休業協定書を作成するに当たっては、
様々な準備が必要です。

書類名 備考

⑥ 休業協定書
労働組合等との確約書でも代替
可

添付書類：（労働組合が
ある場合）組合員名簿

（労働組合がない場合）
労働者代表選任届β

⑦ 事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿
及び役員名簿で可

◎従業員を休業させるにあたり、まずは
⑥の休業協定書を作成する必要があります。

⑦の事業所の規模を確認する書類は、
今回は労働者名簿で確認します。
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本助成金は、休業の実施時期や日数、対象者、
休業手当の支払い率などについて、事前に労使
との間で書面による協定がなされ、その決定沿っ
て実施することを支給要件としています。

休業協定書は、労働組合との確約書でも代替可能です。
添付書類：
（労働組合がある場合）組合員名簿

（労働組合がない場合）労働者代表選任届※
※実績一覧表（様式特第9号又は12号）の署名または記名・
押印があれば省略は可能です。

◆まずは休業協定と労働者名簿です

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在
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◎雇用調整を実施するには､具体的な計画が必要

休業を行う際には、（従業員の納得を得る！）
「誰を休業させるのか？」（できるだけ公平に！）
「何日休業させるのか？」「その選定方法に偏りはないか？」
「休業手当の単価はどのように計算するのか？」
「休業手当の支給率は何％にするのか？」
といったことを決めて「労使協定」を締結しなければなりません。

このようなプロセス（手順）を省略して、雇用調整助成金の申請を
することはできません。

通常の制度でしたら、下記の様式第1号（3）休
業・教育計画一覧表の提出が必要でした。特例
措置により提出の必要はありませんが、休業計
画の作成は必要かつ重要なプロセスです。

参照：厚生労働省ＨＰリーフレットR2.5.19掲載https://www.mhlw.go.jp/content/000631540.pdfl



従業員に支払う休業手当は上記により決定しま
すが、会社に支給される１日当たりの雇用助成金
助成額は次のページにより決定されます。
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◎休業させた場合の会社の費用負担は？

参照：大阪労働局ＨＰ：労働基準法ワンポイント解説（平均賃金）

雇用調整の休業等を行う場合に、休業手当をいくら払って、支給さ
れる額はいくらかを計算する必要があります。まずは、計算の元に
なる平均賃金を理解する必要があります。

平均賃金とは？

どちらかの方法で算出した平均賃金の６０%～１００%の休業手当

を休業協定書で労使協定を締結し、賃金支払い期日には、通常の
賃金とともに休業手当を支払う必要があります。

（2）もうひとつは1日あたりの賃金相当額です。
計算方法は月ごとに支払う賃金を1月の所定労働日数で除した金
額です。
１日当たりの額の算定方法

②月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数

個人の平均賃金の算定方法はふたつの方法があります。
（1）ひとつは労働基準法上の平均賃金です。

①３か月間の賃金の総額÷ ３か月間の歴日数
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◎給付される1人日当たり助成額単価は？

昨年提出した「労働保険確定保険料申告書」と支給申請に必要な
書類：様式特第8号助成額算定書で計算できます

1

2

3 ─ ╩

1

2

℮ ─

助成単価＝基準賃金額×助成率
上限額＝8,330円

×

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在
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令和2年5月6日（水）報道発表：雇用調整助成金
の申請手続きが更なる簡素化されました。

雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするととも
に、迅速な支給につなげます。
その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
＜助成額の算定方法の簡略化＞
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏ま
え、以下の簡略化を図ることとします。
１．小規模の事業主（概ね従業員20人以下）については、「実際の休
業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」＝「助成額」とします。
２．小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際
に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付
書を用いて１人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人
員」の数を活用し、1人当たり平均賃金（「支給額」÷「人員」）を算出し
ます。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の１か月をもとに算定でき
ることとします。
【参考：現行の「平均賃金額」の算定方法】

平均賃金額 ＝ Ａ÷Ｂ÷Ｃ

Ａ：労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
Ｂ：前年度における「月平均被保険者数」
Ｃ：前年度における「年間所定労働日数」（１人当たり）

※現行では、Ａは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料
算定基礎額」、Ｂは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用
いることとしています。

なお、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての
方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、詳細に
ついては、後日発表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお待
ち下さい。
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◎給付される1人日当たり助成額単価は？

「労働保険確定保険料申告書」だけでなく源泉所得税の納付書と支
給申請に必要な書類：様式特第8号助成額算定書で計算できます

12

3 ─1⅛ ─ ’

1

2

℮ ─

助成単価＝基準賃金額×助成率
上限額＝8,330円

×

(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて１人当たり平均賃金
を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平
均賃金（「支給額」÷「人員」）を算出します。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の１か月をもとに算定できることとします。
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◎まずは休業協定を締結することが必要です

◎休業協定書には １.休業実施予定期間・日数２.休業時間数
３.休業の対象労働者の範囲・人数４.休業手当の算定基準を
定めたものとなっています。
４の休業手当の算定基準は、下記の（1）から（2）の平均賃金の
（1）３か月間の賃金の総額÷ ３か月間の歴日数
（2）月額÷所定労働日数
６０～１００％の範囲内で休業手当を決めて協定を締結してください

労働組合がある場合は、労働組合員名簿を提出してください。
労働組合が無い場合は②労働者代表選任書（届）が必要です。

この際、ハローワークが確認したいことは、労使協定を署名した労
働者（代表）が、労働者の過半数代表であるかどうかです。

その為、③労働者名簿及び提出義務はありませんが④委任状も用
意しておいてください。
直近1カ月の売上高、生産量などが対前年度比で5%以上低下して
いることがわかる生産指標確認書類の提出も必要です。

参照：愛知ＨＰ：雇用調整金様式見本（参考様式）
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi- roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120159/_120160.html

① 様式特4号の添付書類
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参照：愛知ＨＰ：雇用調整金様式見本（参考様式）

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi- roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120159/_120160.html

◎休業協定関係書類（休業手当の算定基準に注意）



書類名 備考

① 様式特第4号

雇用調整事業所の事業活動の状
況に関する申出書

【添付書類】
月ごとの売上などが
わかる書類
※売上簿や収入簿、
レジの月次集計等
（既存書類の写し）

② 様式特第6号

支給要件確認申立書・役員等一覧

計画届に役員名簿を添
付した場合、別紙の役員
等一覧は不要

③ 様式特第9号（または12号）

休業・教育訓練実績一覧表
自動計算機能付き

④ 様式特第8号（または11号）

助成金額算定書
自動計算機能付き

⑤ 様式特第7号（または10号）

（休業等）支給申請書
自動計算機能付き

◎支給申請に必要な作成書類

参照：厚生労働省ＨＰ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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β①~⑤の申請様式は「雇用調整助成金の様式ダウンロード（新
型コロナウィルス感染症対策特例措置用）」をご覧ください。

支給申請時にご用意していただきたい書類
② 様式特６号 支給要件確認申立書・役員等一覧
以外の書類は4/1をまたぐ場合は使い分けてください。
③ 様式特７号 （休業等）支給申請書
（4/1をまたぐ場合は様式特１０号）
④ 様式第８号 助成額算定書
（4/1をまたぐ場合は様式特１１号）
⑤ 様式第９号 休業・教育訓練実績一覧表
（4/1をまたぐ場合は様式特１２号）
＋それらの状況を確認できる書類

作成順序は① ➡ ② ➡③ ➡ ④ ➡⑤ の順

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
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① 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に
関する申出書（新型コロナウイルス感染症関係）

「事業活動の縮小」とはＡ欄及びＢ欄で、売上高または生産量など
の事業活動を示す指標の最近１か月間（休業した月（その前月また
は前々月でも可）の値が１年前の同じ月（β）に比べ５%以上減少し
ていることです。（β2年前の同じ月および１年前の同じ月から休業
した月の前月までの間の適当な１か月との比較も可能です。）
（実績を確認できる書類を添付してください）
売上高・・・総勘定元帳、損益計算書等
生産量・・・生産実績表、出荷伝票等

今回の特例措置では、最近１カ月の生産指標が、前年同期に比べ
５%以上減額した場合には、生産指標の支給要件を満たします。

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在
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② 様式特第６号 支給要件確認申立書

¸はい・いいえを答える箇所が５か所
¸裏面：不正受給時の返還に関する承諾書に記名押印または署
名をお願いします。

¸別紙：役員等一覧を記載してください。

「４」から「11」で「はい」に「〇」
を付けた場合は、助成金の支
給を受けることはできません。
また、「１２」から「１５」で「いい
え」に「〇」を付けた場合も、助
成金の支給を受けることはで
きません。

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在
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③ 様式特第９号 休業・職業訓練実績一覧表

休業対象になった個人毎に休業実績を記載します。
③欄は判定基礎期間（賃金の締日毎の１か月）に

勤務すべき日数＝所定労働日数 を記入
④欄は休業を全日行った日数
⑤欄は短時間休業を行った日数（０．５時間単位）
⑥欄は教育訓練を行った日数（０．５日【半日】単位
⑪欄に一日の所定労働時間（休憩を除いた時間）
※１０人以上の場合複数枚用意し、最後の一枚に合計を記載してく
ださい。

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在
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④ 様式特第８号 助成額算定書①（1）～（6）欄

（1）欄前年度の雇用保険の保険料算定の際に提出した賃金総額
に記載した金額を記載
（2）欄前年度の雇用保険被保険者数（平均）を記載
（3）欄前年度の年間所定労働日数
注意書きが裏面にありますが、休業手当の算定をするために所
定労働日数を使用しない場合は３６５日と記載
また、労働者の部門によって所定労働時間が違う場合は加重平
均するようお願いします。
（5）欄は休業手当の支払い率を記載

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在
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④ 様式特第８号 助成額算定書②（7）～（12）欄

（8）欄は様式第９号から転記して記載

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在



18

⑤ 様式特第７号 雇用調整助成金支給申請書

②休業等の規模（4）欄月間所定労働延日数欄については休業規
模を確認するため、休業対象者以外も含めた総所定労働延日数を
記載。
（4/1から6/30の間は休業規模緩和期間）
中小企業で1/20➡1/40 大企業1/15➡1/30
その他、事業所名や支払い方法、判定基準など赤枠の中を記入し
てください。

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在



◇最後に確認書類⑧休日の実績⑨手当の実績
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⑧ 労働・休日の実績に関する書類 出勤簿、タイムカード（手書
きのシフト表等でも可）

⑨ 休業手当・賃金の実績に関する
書類

賃金台帳の写しなど（給与
明細の写しなどでも可）

ア 出勤簿・タイムカードの写し（実績の確認）
イ 就業規則または労働条件通知書の写し

（所定労働日数の確認）

ア 賃金台帳の写し・給与明細の写し
（実績の確認）

イ 賃金規則または労働条件通知書の写し
（労働条件の確認）

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月２９日現在
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5月1日発表：特例が拡充されました
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支給要件も緩和されました
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◇愛知県知多５市５町の方のお問い合わせ先
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参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）雇用調整助成金ＦＡＱ

◎教育訓練についての判断基準が緩和に
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参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）雇用調整助成金ＦＡＱ

立入検査への協力のお願い

不正受給が判明した場合


